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新たな給付奨学金制度の概要について

本機構業務につきましては、平素よりご高配をいただき厚くお礼申し上げます。

令和 2年 4月から授業料等の減免制度の創設と併せて拡充が予定されている給

付奨学金制度については、平成31年 1月23日付け学支企第674号「高等教育無償化

における給付型奨学金の拡充について(通知)J及び平成31年 3月 7日付け事務連

絡「高等教育無償化における給付型奨学金の拡充に関する概要について」等にてお

知らせしたところです。

このたび、関係法令が改正されたこと等を踏まえ、具体的な制度の内容等につい

て、別紙「新たな給付奨学金制度について(大学等向け)Jのとおりお知らせいた

します。

現在貴校に在学している学生等のうち来年度進級予定の者を対象とした給付奨

学生の募集は、本年11月を予定していますが、募集期聞が 1か月程度となる見込み

ですので、別紙の記載事項をご確認のうえ、学生等への事前周知等に向けてご準備

いただくようお願いします。

なお、具体的な申込・推薦手続きについては、 9月以降、制度詳細の通知(学生

等への周知依頼)、奨学金案内等の送付、事務取扱いに係る説明会の開催等にあわ

せて順次お知らせする予定です。

本機構の奨学金事業につきまして、引き続きご理解とご協力をいただくようお

願いいたします。

※文部科学省のホームペ}ジにも Q&Aを含む具体的な説明が掲載されていま

すので、そちらもご確認ください。

(参考)文部科学省「高等教育の修学支援新制度」のワェプサイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 

[本件に関するお問い合わせ先】 (平日 8時30分'"'"'18時15分)

独立行政法人日本学生支援機構貸与・給付部企画課

TEL: 03-6743-6034 FAX:03-6743-6097 

※採用関係:採用課採用係 TEL: 03-6743-6035 

※異動・補導関係:奨学指導課 異動・補導係 TEL: 03-6743-6039 



〈別紙〉

新だな給位奨学金制度について(大学等向け)

(注〉本紙の記載舟容は、本紙作成時の法令等に基づくちのであるだめ、その後の関係規程の改正状

況等により、変更の司能性があります。

|1 .対象となる学校種!

大学、短期大学、高等専門学校 (4・5年生〉、専修学校専門課程〈以下「大学等Jという。〉

※大学の別科、専攻科は対象外です。

※短期大学及び高等専門学校の専攻科は、独立行政法人大学改革・学位捜与機構の認定を受

けだ専攻科に限って対象となります。

※新だな給伺奨学金は、対象となる学校に一定の要件があるため、全ての学校が対象になる

とは限りません。対象となる学校〈以下、 「確認大学等」という。)は、要件の確認を行う

国又は地方公共団体において令和元年9月中下旬頃に公表される予定です。

|2.支援の実臨時期|

令和2年4月から開始

※令和2年度に大学等に進学〈高等専門学校においては f4年次に進級」。以下、適宜読み

替えてください。)を予定している者については、現在、在学している高等学校等を通じて

募集しています。

※現在、大学等に在学している者については、今年の11月に、大学等を通じて募集を予定

しています。

|3.対象者の要側

(1 )家計の経済状況に関する要件

①所得要件

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生等

※所得基準を満足すかどうか、機構のホームページに掲載している「進学資金シミュレー

ター」で、おおよその確認ができます。
ーて参考7・幽ー・園自・ー・・・・幽・・・・脚"・嗣・・ー・・圃・圃---・開閉胃聞・ー・嶋偶・ー・・・・・-------------回目・白幽ー幽ー-m，mm'i

具体的には、以下の支援区分〈第I区分~第E区分〉のいずれかに該当することが脳要ですが、量出三
れだマイナンバーをもとに機構が確認するため、学校で確認する脳要はありません。

【第I区分】 本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1) 

【第E区分】 本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25.600円未満である
こと

【第E区分】 本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25.600円以上51.300田未満であること

※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている揚合、各区分に該当しない揚合が
あります。

※2 支給額算定基準額二課税標準額 x6%一(調整控除額+税額調整額〉

* 100円未満は切り捨てです。
* r課税標準額J、 「調整控除額」及び「税額謂整額」の情報は機構がマイナンバーにより取得し

ますが、市役所等で交信される課税証明書等に脳すしち記載されているものではありません。
女政令指定都市に苅して市民税を納税している揚合は、 〈調整控隠額十税額調整額〉に3/4を乗

じて計算します。
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【参考】収入・所得の上限額の目安 (単位:万円〉

世帯
(食)が給与所得者の世帯 (女)が給与所得者以外の世帯

想定する世帯構成 (年間の収入金額〉 (年間の所得金額〉
人数 第 I区分 第E区分 第E区分 第 I区分 第E区分 第E区分

2人 本人、母(女) 229 332 402 131 197 251 

3人 本人、母(*l、高校生 289 391 457 172 241 295 

4人
本人、親①(女)、親②(無

295 395 461 186 256 305 
収入)、高校生

4人
本人、親①(女)、親②(給 親① :295親① :336親① :409親①:169 親①:195 親① :246
与所得者)、高校生 親②:115 親②:155 親②:155 親②:115 親②:155 親②:155 

5人
本人、親①(女)、親②(パ 親①:321 親① :395親①:461 親① :207親① :256親① :309
ート)、高校生、中学生 親②:100 親②:100 親②:100 親②:100 親②:100 親②:100 

〈注1)表中の数字はあくまで目安です。収入基準は収入・所得に基づく課税標準額等により設定され

ているため、世帯構成、障害者の有無、各種保険料の支払い状況等により、目安の金額を上回っ

ていてち対象となる場合や下回っていても対象とならない揚合があります。

(注2)本人が直前の1月1日現在19歳"'22歳であるものとして試算しています。

(注3)給与所得者以外の世帯の年間の所得金額は、年間の収入金額から必要経費等を差し引いた額と

なっています。

②資産要件

本人及び生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産(土地等の不動産は含まない。〉

の合計額が基準額(生計維持者が1人の揚合 1.250万円、 2人の揚合 2.000万円〉未満で

亙盃三三二

※資産に関する証明書(預金通帳のコピー等〉の提出は不要です。

※ 「家計支持者Jについて、今年度から用語を改め「生計維持者」としましだ。(内容に

変更はありません。〉

(2)学業成績・学修意欲に関する要件

① 1年生

次のいずれかに該当すること

ア 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績

が入学者の上位1/2の範囲に属すること

イ 将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修

計画書により確認でさること

※学修計画書による学修意欲の確認の方法等については、文部科学省から意見頃提示さ

れる予定です。

② 2年生以上

次のいずれかに該当すること
r-----ーーーーー・・・・ー・--幽白幽幽・ー・・・・幽四ーー---圃幽・・田・・ーー-----.. ・幽鴫拘ー幽幽ー-----ー---ーーーーーーー幽-------------

lア GPA (平均成績〉等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること

jィ 修得しだ単位数の合計数が標準単位数以上であり、かっ、将来、社会で自立し、活躍

する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認でさること

※標準単位数二卒業に必要な単位数/修業年限×申請書の在学年数
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(3)その他の要件等

次のいずれにも該当すること

①日本国籍を有する者、法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又

は永住の意思が認められる定住者〈※〉であること

※定住者については、 「永住の意思」がある揚合に対象となりますので、大学等におい

て、当該学生等に圏内永住意思があることを確認し1ただくようお願いします。

※在留資格に関する証明書類は学校経由で機構ヘ提出いだだく予定です。

②以下のア~才のいすれにも該当レない者であること

※令和2年度中において、アに該当する者は静在しません。

ア 過去に大学等における修学の支援に関する法律〈令和元年法律第8号〉に基づく給借

奨学金を受けたことがある者

※以下のいすれかの者が編入学又は転学〈以下「編入学等」という。〉する前の学校

で給柑奨学金を受けていた揚合を除きます。

・短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程を卒業又は修了した後1年を経

過しないで大学ヘ編入学しだ者

・大学、短期大学又は高等専門学校を退学等の後1年以内に専修学校の専門課程の

第2学年以上へ編入学した者

・大学等の相互の間〈学校の種類が周一のちのに限る。〉で転学〈転出から転入ま

での期聞が1年経過しないものに限る。〉した者

イ 高等学校等〈※1)を初めて卒業(修了〉しだ自の属する年度の翌年度の末日から大

学等に入学した日(※2)までの期間が2年を経過した者又はこれに準するもの〈※3)

※T高等学校等とは、高等学校(本科〉、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の

高等部、高等専門学校〈第1学年から第3学年まで〉及び専修学校の高等課程〈修

業年限が3年以上のちの〉を指します。

※2編入学等をした者においては、編入学等する前に在学していた学校へ入学した日

とします。

※3 r準するもの」の具体は、後記く別記>に記載のとおりです。

ウ 高等学校卒業程度認定試験〈以下「認定試験」という。〉の受験資格を取得しだ年度

(16歳になる年度)の初日から認定試験合格者となった日の属する年度の末日までの

期聞が5年を経過した者(5年を経過し疋後、毎年度認定試験を受験していだ者を際く〉

工 認定試験合格者となっ定日の属する年度の翌年度の末日から入学した日までの期間が

2年を経過しだ者

オ 学業成績が独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成 16年文部科学省令第

23号〉の別表〈後記く参考1>参照〉に定める廃止の区分に該当する者

|4.支給額|

給惜奨学生として採用されてから卒業する〈修業年限の終期〉まで、世帯の所得金額に基づく

区分〈前記3. (1)参照〉に応じて、学校の設置者(国公立・私立〉及び通学形態〈自宅通学・
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自宅外通学〉により定まる下表の金額(月額〉を、原則として毎月支給。

国公立 私立
区分

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

第I区分
29，200円 66，700円 38，300円 75，800円

大学 (33，300同〉 (42，500円〉

短期大学
第E区分

19，500円 44，500円 25，600円 50，600円

専修学校 (22，200円〉 (28，400円〉

(専門課程)
第E区分

9，800円 22，300円 12，800円 25，300円

(11，100円〉 (14，200円〉

第I区分
17，500円 34，200円 26，700円 43，300円

(25，800円〉 (35，000円〉

高等専門学校 第E区分
11，700円 22，800円 17，800円 28，900円

(17，200円〉 (23，400円)

第E区分
5，900円 11，400円 8，900円 14，500円

(8，600円〉 (11，700円〉

(注1)自宅通学とは、学生が生計維持者(父母等〉と間居している(またはこれに準する〉状

態のことをいいます。「自宅外通学」の月額を選択した揚合、自宅外通学であることの証

明書類について、学校経由で機構への提出が毎年度必要となる予定です。

(注2)生活保護(扶助の種類を間いません。〉を受けている生計維持者と同居している者及び児

童麓護施設等(※〉から通学している者など、該当者のうち居住に要する費用につき給惜

奨学金による支援の必要性がないと認めれられる蓄は、上表の力ッコ内の金額となります。

※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童I~'理治療施設〈情

緒障害児短期治療施設から改称〉、児童自立生活援助事業〈自立援助ホーム〉を行う者、

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム〉を行う者、里親を指します。

(注3)通信教育課程は、援業形態(印刷教材、放送、スクーリング、メディア〉、国公立・私

立、自宅通学・自宅外通学の別に関らず、(第 I区分)51，000円、(第E区分)34，000 

円、(第E区分)17，000円が年1回支給されます。

(注4)入学金等に充てるための一時金制度はありませんが、給位奨学金の対象者は、別途、在

学大学等に申込みを行うことで、入学金及び授業料の減免の対象となります。なお、令和

2年度進級予定者を対象とした在学探用 (11月実施予定、後記6参照〉による採用者に

ついては、入学金の減免対象とはなりません〈令和2年度以降の授業料が減免対象)。

|5.給伺奨学金受給中の手続き覇

( 1 )家計の経済状況に関すること

所得要件及び資産要件とも、前記3. (1)の要件に基づき以下の確認等を行う。

① 所得要件

機構はマイナンバーを利用して、毎年夏頃に、所得の状況を確認したうえで、 10月から

の支援区分(第 I区分~第E区分〉を見直し、いずれの区分にち該当しない揚合は、 10月

から 1年間支給を停止。 【停止】
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※申込時にマイナンバーを提出できない者については、支援期間中、毎年、所得に関す

る書類を提出していただきます。

②資産要件

資産に関する申告(毎年春頃を予定〉を求め、基準に該当していない揚合は、当年度の10

月から1年間支給を停止。 【停止】

(2)学業成績・学修意欲に関すること

学年ごと〈修業年限が2年以下の課程においては学年の半期ごと〉に確認を行い、以下のい

すれかに該当する揚合は、それぞれに記載の処置を実施。

①次のいすれかに該当する揚合は、奨学金の支給を訂ち切り。 【廃止】

ア 修業年限で卒業できないこと〈卒業延期〉が確定した揚合

イ 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の揚合

ウ 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく値いと学校が判断した揚合

L 工連続して②の「警告」に該当した揚合

※これらに該当する者のうち、学業成績が著しく不良であって、そのことについて、災害、

傷痛その他やむを得ない事由があると認められないときは、前回の確認以降支給した分

の返還を求めます。

※新しい給柑奨学金制度では、学業成績不振による「停止」はありません。

②次のいずれかに該当する握合は、支給を継続するが、学業成績の向上に努めるよう指導。

【警告】

iア憐単位数の首十数が標準単位数の6割以下の揚合 ! 
!イ GPA (平均成績〉等が下位4分の1の揚合 j 
iウ 出席率が8割以下など、学修意欲が怪いと学校が判断した揚合 ! 

(3)学校処分に関すること

学校教育法施行規則第26条第2項に規定する処分を受けた揚合は、処分の内容により以下

の処置を実施。

①退学又は停学〈無期又は3月以上の期間のものに限る。〉の処分を受け足場合は、奨学金

の支給を打ち切ったうえで、処分を受けた学年の始期以降の支給分を返還させる。 【廃止】

②停学 (3局未満の期間のものに限る。〉文は訓告の処分を受けた揚合は、奨学金の支給を

宣正L 【停止】

(4)在籍状況に関すること

現行の給伺奨学金と同様、引き続き在籍していることの確認を定期的に行う予定。

実施の時期や具体的な内容については検討中。

※奨学金支給中には、前記 (1)"-' (4)の他にち手続きを求めることがあり、手続きを行わ

ないときは、奨学金が振り込まれない揚合があります。それらの手続きの詳細については、決

まり次第ご案内します。
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|6.今後の主なスケジュール|

(1 )制度の周知等について

①制度詳細の通知及び学生等への周知依頼【9月20日頃を予定】

各学校に対レ、制度・運用の具体について通知するととちに、学生等への配借用リーフレッ

ト等を送借(メール配信用の電子データでち提供〉し、制度の周知について依頼。

②奨学金案内等の送信【10月中旬予定】

令和2年度進級予定者を対象とした在学採用の実施に向けて、給位奨学金希望者への配信物

等を送信。

③事務取扱いに係る説明会の開催【10月上~中旬予定】

給柑奨学金の事務取扱いについて、学校担当者を対象とした説明会を開催(毎年度実施して

いる適格認定等に関する研修会と合同開催〉。

※具体的な日程等は、 8月上旬にお知らせする予定です。

(2)在学採用の実施

①令和2年度進級予定者を対象とした在学採用【11月~】

現在在学中で来年度進級予定の者を対象とした在学採用の募集を予定。

申込みの漫位けは11月とし、学校からの推薦は今年度の学業成績が確定した後とする予定。

※令和2年度に編入学又は転学を予定している者は、今年度の募集には申込みできません。

編入学又は転学の後に申し込むことになります。

②令和2年度以降に募集する在学採用【令和2年4月以降】

来年度以降ち在学採用の募集を予定。

実施時期及び対象者等については、現在検討中。

|7.その他|

(1 )推薦枠等について

学校ごとの推薦枠(人数の上限〉は設けない。

前記3. (2)及び (3)の要件に該当する蓄については、全員推薦の対象。

(2)他制度との関係について

①大学等で別途手続きを行うことで、大学等における慢業料及び入学金の減免ち併せて支援

の対象。

②第一種奨学金を併せて利用する者については、第一種奨学金の貸与を受けられる用額の上

限額を制限〈希望する月額が貸与されない揚合あり)0 (後記く参考2>参照〉

※第一種奨学金を利用している者が新しい給伺奨学金に申し込む際は、給柑奨学金を受給

している問、貸与額が制限されることを京諾する必要があります。
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③以下の給借金を受けている期間は、給伺奨学金の支給を停止。

ア 教育訓練支援給借金(麗用保験法〉

イ 訓練延長給制〈雇用保険法〉

ウ 技能習得手当及び寄宿手当〈雇用保隙法〉

工 職業訓練受講給借金〈職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律〉

オ 高等職業訓練促進給借金〈母子及び父子並びに寡婦福祉法〉

力 職業転換給借金〈労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の

充実等に関する法律〉

(3)現行制度の給紺奨学生について

現行の給位奨学金を受給している者が、新しし1給制奨学金に申し込む際は、現行の給借奨学

金を辞退することの京諾が必要。

なお、在学している大学等が新しい給惜奨学金の対象校とならなかった揚合や本人が新しい

給付奨学金の要件に該当しない揚合は、引き続き現行の給惜奨学金制度を適用。

(4)虚偽申請の取扱いについて

偽りその他不正の手段により給借奨学金の支給を受けた者に対して、機構は、最大、当該支

給を受けた額の100分の140に相当する額の徴収が可能。
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く別記>

r3. (3)②ーイ」の「高等学校等を初めて卒業〈修了〉しだ自の属する年度の翌年度の末日

から大学等に入学した日までの期間が2年を経過しだ者に準ずるもの」は、以下〈ア)'"'"' (ウ〉の

いずれかとする。

〈ア〉学校教育法施行規則第 150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる以下のいすれかに該当する者であって、それに該当することとなった日の

属する年度の翌年度の末日から、大学等ヘ入学しだ日までの期間が2年を経過した者
.酬園・・・・ー・・・・・ー・ー幽回----・・四四・・・ー・回目置--尚酬師"・四・・・・・・"ーー・ー・・・・・・・・・幽幽幽闘幽ー白幽・ー-ーーーーー-四回目白"ー・------帽個・・.

(a) 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの

(b) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者

(c) 文部科学大臣の指定した者
Z 

L_ーー----ーーーーー-----ー司回ーーーーーーー---聞幽値幽ーーー開閉ーーーーーーー田ー・ーー---開・・ー幽幽・ー---・ーーーーーー司ーーー圃四四伺・・ー-ー・.1

〈イ〉学校教育法施行規則第 150条又は第 183条に規定する以下のいずれかに該当する者で

あって、高等学校〈中等教育学校の後期諜程及び特別支援学校の高等部を含む。〉に在学し

なくなった日の翌年度の末白から入学した日までの期聞が2年を経過し疋ちの
幽幽・・ーー----・薗自由ーー国 a 圃幽圃・・・--国幽闇値値目世田圃幽・・・・・ーーー幽・ー--・ーーー--岨値幅'輔副.綱・園田・園田園 m ・値目幽・・ーー圃咽恒萌"・ー四・岨幽'

(a)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に

入学させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めだ

もの

(b)学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に

入学させる専修学校において、高等学校を卒業した者に準する学力があると認めたちの
L_ーーーー・ーーーーーーーーーー副島・ーー'ー-----------------ーーーー・-------------同・・-----ー・・園由自由同ーーー・・ーーーー--圃曲目

〈ウ〉学校教育法施行規則第 150条又は第 183条に規定する以下のいずれかに該当する者で

あって、入学しだ日が 20歳に達した目の属する年度の翌年度の末日よりも後の臼であるも

の

(a)大学において、個別の入学資揺審査により、高等学校等を卒業した者と同等以上の学力

があると認めだ者で、 18歳に達したもの

(b)専修学校において、個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者に準ずる学力

があると認めだ者で、 18歳に達しだもの
'ーーーーーーー幽幽ーー幽白ー四咽・・噌----園田・ a 四-----・・・・田園圃・ー・・・・四・・ー・・・・ーー・・・幽ー・ーー圃園幽ーー幽幽・晴・・・・・・・・・・ーーー国国自.

8 



く参考1>

別表適格認定における学業成績の基準

1 区分 | 学業成績の基準

廃止 I 1 修業年限で卒業文は修了できないこと推定したこと。

警告

備害

2 修得した単位数〈単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。

次項において同じ。〉の合計数が標準単位数の5割以下であること。

3 履修科目の擾業への出席率が5割以下であることその他の学修意欲方向著しく偉

い状況にあると認められること。

4 次項に定める警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。

1 修得した単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。告白項第2号に掲

げる基準に該当するものを除く。〉

2 GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。

3 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が値い状況

にあると認められること。(前項第3号に掲げる基準に該当するものを除く。〉

1 この表における「標準単位数」とは、卒業又は修了の要件として確認大学等が定める単

位数〈単位制によらない専門学校にあっては、単位時間数〉を修業年限の年数で除した数

に、給伺奨学生の在学年数(その期間に休学期間が含まれるときは、当該休学期間〈当該

休学期聞が1年未満の揚合にあっては、その月数 (1月未満の揚合にあっては、 1月〉を

12で除した数とする。〉を控除する。〉を乗じ疋単位数 (1単位未満の端数が生じだ揚

合にあっては、これを1単位に切り上げるものとする。〉をいう。

2 この表における「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準するものであって、学生等

の学業成績をGPA等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると確認大学

等が認める組織等をいう。

3 給伺奨学生の学修意欲の状況については、履修科目の援業への出席率、擾業時間外の学

修の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案して、確認

大学等が判定するちのとする。
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く参考2>

新だな給伯奨学金受給中の第一種奨学金貸与月額

国公立 私立
学校種・給{寸奨学金の区分

自宅通学 自宅外通学 白老通学 自宅外通学

第 I区分 0円 0円 0円 O円

大学
第E区分 0円 0円 0円 0円

20，300円 13，800円
21，700円

19.200円
第E区分 (20，000円、

(25，000円〉
30，300円〉

第 I区分 0円 0円 0円 0円

短期大学 第E区分
3，800円 0円 0円 0円

(7，100円〉

第直区分
24，300円 17，800円 22，900円 17，400円

(29，000円〉 (28，500円〉

第 I区分
7，900円 0円 0円 0円

(5，600円)

第E区分
20，200円 15，100円 0円 0円

(20，700円〉
高等専門学校

20，000円、 20，000円、

第E区分
32，500円 33，000円 24，600円 26，000円

(20，000円、 (28，800円〉

35，800円〉

1，900円 0円 0円 0円
第 I区分

(3，800円〉

第E区分
16，200円 0円 0円 0円

専修学校 (19，500円〉

(専門課程) 20，000円、

第E区分
30，500円 24，000円 23，800円 18，300円

(20，000円、 (29，400円〉

35，200円〉

(注1)生活保護〈扶助の種類を間いません。〉を受けている生計維持者と同居している者及び進学

後ち児童養護施設等から通学している者は、上表の力ッコ内の金額となります。

(注2)30，000円を超える月額設定のある区分においては、当該月額と20，000円とのいすれか

を選択できます。
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